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１．事業概要

センザイ

（１）施設概要
①施設名 称 ：長岡地方合同庁舎

②建設場 所 ：新潟県長岡市千歳１－３－８８
③敷地面 積 ：７，１５５㎡
④構造・規模：鉄筋コンクリート造 ７階建
⑤延床面 積 ：７，０７５㎡
⑥工 期 ：平成２１年１月から平成２３年３月
⑦総工事 費 ：約２０．４億円
⑧入居官 署 ：防衛省自衛隊新潟地方協力本部長岡出張所

国税庁関東信越国税局長岡税務署
厚生労働省新潟労働局長岡労働基準監督署
厚生労働省新潟労働局長岡公共職業安定所
農林水産省北陸農政局新潟農政事務所
長岡統計・情報センター（※）

農林水産省北陸農政局新潟農政事務所
地域第一課（※）

（計６官署）

【長岡地方合同庁舎の整備状況（北東面全景）】

－１－

長岡労働
基準監督署

長岡公共職業安定所

自衛隊新潟地方協力
本部長岡出張所

長岡市役所 合同庁舎建設地

長岡税務署

集約・立体化

【長岡地方合同庁舎入居官署の合同庁舎整備前の位置図】

新潟農政事務所
地域第一課

新潟農政事務所
長岡統計・情報センター

新潟県長岡市

至 新潟駅

至 越後湯沢駅

拡大地図

広域地図
中心市街地

操車場地区

長岡駅

【長岡地方合同庁舎の位置図（広域）】【事業着手前の長岡駅周辺の状況】

※）統計・情報センター及び地域第一課は、平成２３年９月に
北陸農政局長岡地域センターへ再編された

センザイ

約１．２㎞



長岡公共職業安定所 新潟農政事務所長岡統計・情報センター 新潟農政事務所地域第一課

昭和５３年度完成（築３３年） 昭和４２年度完成（築４４年） 昭和４６年度完成（築４０年）

狭あい・耐震安全性の不備・借用返還等 老朽・分散・耐震安全性の不備等 分散・耐震安全性の不備等

自衛隊新潟地方協力本部長岡出張所 長岡税務署 長岡労働基準監督署

賃借ビルに入居 昭和３９年度完成（築４７年） 昭和４６年度完成（築４０年）

借用返還・狭あい等 老朽・狭あい・耐震安全性の不備等 老朽・狭あい・バリアフリー対策の不備等

（２）各入居官署の合同庁舎入居前の状況について
入居官署の旧庁舎の状況

１．事業概要【各入居官署の概要】

－２－

築年数は平成２３年３月３１日現在の状況

劣化状況
劣化状況

劣化状況



（３）事業化の背景と目的

－３－

１．事業概要【事業化の背景と目的】

長岡市内に分散所在し、経年による老朽化が進み、かつ、業務量の増大による狭あい化が進み業務に支障をきたし、
深刻な問題となっている、自衛隊新潟地方協力本部長岡出張所、長岡税務署、長岡労働基準監督署、長岡公共職業
安定所、新潟農政事務所長岡統計・情報センター及び新潟農政事務所地域第一課の施設整備が急務であった。

①長岡防災シビックコア地区整備計画に基づき、地方公共団体の施設及び民間建築物と連携し、魅力と賑わいの
ある都市の拠点となるシビックコア地区の中核施設として整備

②地球温暖化対策推進大綱に基づく、環境負荷低減に資するグリーン庁舎としての整備
③ユニバーサルデザインを視野に入れた高度なバリアフリー庁舎としての整備

を目的として事業を推進する。

【グリーン庁舎】

音声案内誘導

正面玄関及びエントランスにて、
つえもしくは無線信号を検知すると、
正面玄関、エントランス、
各種エレベーターホールに、
案内放送が流れます。

小型送信機
（無線信号装置）

つえ

障がい者対応エレベーター

かがみ 手すり

専用操作盤
ドア

セーフティ

光電装置は、
出入口のほぼ
全高・全幅で
検出可能です。

敷居間の
ギャップ

ギャップは、10mm
となっています。

ハイコントラスト凸文字
ボタンをはじめ、大きさ
の異なる開閉ボタンなど、
見やすく触ってわかりや
すいボタン形状を採用し
ています。
また、視覚障がい者の利
用に配慮して、ボタンの
そばに点字表示を配置し
ています。

ベビーチェア

【バリアフリー庁舎】

手摺

多目的シート

フィッティングボード

車いす用便器

高齢者、障がい者、幼児連れ等
を含む全ての人に利用しやすい
設備を設けることで、
だれでも安心して建物を利用で
きるようにしています。

オストメイト
対応流し

多目的便所



１．事業概要【シビックコア地区整備制度について１】

（４）シビックコア地区整備制度を活用した事業
長岡地方合同庁舎の整備については、シビックコア地区整備制度を活用し、地元自治体の長岡市等と連携し

て、周辺施設の整備を行っており、地域のまちづくりに大きく寄与する計画となっている。

－４－

筑西市シビックコア地区

【シビックコア整備のイメージ】

□シビックコア地区整備制度とは
国と地域とのパートナーシップにより、地域の特色や創意工夫を生かしつつ、市町村が主体となって策定する計画

に基づき、官公庁施設と隣接する民間建築物等が連携して公衆の利便の向上を図るとともに、良好な市街地環境を形
成していくため、一定の土地の区域において、関連する都市整備事業と整合を図りつつ、官公庁施設と民間建築物等
の整備を総合的かつ一体的に実施するための必要な事項を定めることにより、魅力と賑わいのある地区の整備の推

進に資することを目的とする制度として、平成５年３月に創設している。

□シッビクコア地区整備制度の効果

などが期待されている。

利用者の利便性の向上

地域の特色や創意工夫を活かした
良好な市街地環境の形成

関係者間の合意形成の枠組みづくり

岡崎シビックコア地区

シビックコア地区整備制度の効果

チクセイ



１．事業概要【シビックコア地区整備制度について２】

（５）長岡防災シビックコア地区整備計画について
・地 区 名：長岡防災シビックコア地区（長岡市）
・策定時期：平成１７年１１月１６日
・地区面積：１１．５ｈａ
・摘 要：官庁施設（長岡地方合同庁舎）、市民防災公園、

消防本部、その他
・整備目標：「長岡地域の防災性の向上と都市生活を支える

広域拠点の形成」

－５－

長岡防災シビックコア地区整備計画における整備状況等の経緯

□長岡シビックコア地区整備の基本方針

安全・安心な
市民防災拠点の形成

市民に開かれた広域行政
サービス拠点の形成

日常的な賑わいが感じられ
る交流拠点の形成

シビックコア地区は、JR長岡駅前の中心市街地や市役所周辺地区に

おける既存機能と連携しながら、これらを補完する機能を配置するも
のとし各建築物や都市施設を総合的・一体的に整備することで、魅力
と賑わいある都市の拠点を形成するものとする。

地区形成に当たっては、「防災シビックコア」にふさわしい、安全・安心
が確保され、日常的にも市民に親しまれる地区とするため、次の３つ
の柱として進められた。

防災シビックコアの形成

長岡防災シビックコア地区整備の基本方針

【長岡地方合同庁舎建設地周辺を含む整備状況】

長岡地方合同庁舎

バスターミナル 民間商業施設

千歳団地市営住宅

長岡市消防本部庁舎

長岡市民防災公園

仮設住宅整備の状況

ながおか市民防災センター

長岡市民緑化センター

合同庁舎建設地を含めた地区は、旧国鉄の
長岡操車場跡地であり、かつて新潟県中越

地震（平成１６年１０月２３日）で被災された方
達が入居する応急仮設住宅が４５９戸建設さ
れていた場所でもあった。

Ｂ街区

Ｃ街区

新潟日報 長岡支社

Ａ街区（面積約０．６ｈａ）施設整備関係
千歳団地市営住宅
・平成１９年 ３月 罹災者公営住宅３８戸 完成
・平成１９年 ６月 一般公営住宅 ３６戸 完成

Ｂ街区（面積約４．６ｈａ）施設整備関係
・平成２０年 ２月 新潟地方法務局長岡支局 完成
・平成２２年 ３月 長岡市消防本部 完成
・平成２２年 ３月 ながおか市民防災センター 完成
・平成２２年１０月 長岡市緑花センター花テラス 完成
・平成２２年１０月 長岡市民防災公園 完成
・平成２３年 ３月 長岡地方合同庁舎 完成

Ｃ街区（面積約２．９ｈａ）施設整備関係
・平成２０年１１月 新潟日報社長岡支社 完成
・平成２２年１１月 交通関連施設（バスターミナル） 完成
・平成２３年１０月 民間商業施設（長岡ショッピングセンター） 完成
・平成２３年１２月 歩行者自転車専用道 完成

Ａ街区



（１）評価方法について
「官庁営繕事業に係る完成後の事後評価手法」に基づき、
①「事業計画の必要性」、②「事業計画の合理性」及び③「事業計画の効果」

について評価を行う。

－６－

２．事業効果等の確認・分析【評価方法について】

新規事業採択時評価と同様に
「老朽」、「狭あい」、「借用返還」
などの項目の評点を算出し、評
価する。

同等の性能を確保出来る他の
案との経済比較等を行い、評
価する。

事業案によって整備される官庁施設
の機能を、
「業務を行うための基本機能（Ｂ１）」と
「施策に基づく付加機能（Ｂ２）」
の２つから評価する。

①事業計画の必要性

②事業計画の合理性

③事業計画の効果

「位置」「規模」「構造」
の３つの視点から算出
を行い、評価する。

環境対策やユニバーサ
ルデザインなど、官庁
営繕事業の施策に基づ
く機能について、チェッ
クリストに基づいて評価
を行い、発現状況を検
証する。

Ｂ２

Ｂ１

１００点以上

１００点

１００点以上

要件

要件

要件

整備内容か
ら発現状況

を検証



（２）①事業計画の必要性
「事業計画の必要性に関する評価指標」に基づき評価を行う。

２．事業効果等の確認・分析【① 事業計画の必要性１】

□事業計画の必要性に関する評価指標（建替等の場合）

１．計画理由が２以上の時は、主要素と従要素に区分し、主要素についての評点に従要素それぞれについての評点の10％を加えた点数を事業計画の必要性の評点とする。
２．合同庁舎計画、特定国有財産整備計画に基づくものには、１．で算出した事業計画の必要性の評点にそれぞれ10点を加算したものを事業計画の必要性の評点とする。

●建替等の場合

計画理由 内容 評点 １００ ９０ ８０ ７０ ６０ ５０ ４０ 備 考

老朽

施設の老朽（現存率） ５０％以下 ６０％以下 ７０％以下 ８０％以下
災害危険地域又は気象条件の極
めて過酷な場所にある場合、10点
加算する。構造耐力の著しい低下

経年、被災等により構造耐力が著
しく低下し、非常に危険な状態に
あるもの

狭あい 庁舎面積（面積率） ０．５以下 ０．５５以下 ０．６０以下 ０．６５以下 ０．７０以下 ０．７５以下 ０．８０以下

敷地等の関係で増築が不可能な
場合にのみ、新営の主理由として
取り上げる。

借用返還

立退要求がある場合
借用期限が切れ即刻立退が必要な
もの

期限付き立退要求のもの なるべく速やかに返還すべきもの

返還すべき場合、関係団体より借
り上げの場合又は借料が高額の
場合

緊急に返還すべきもの なるべく速やかに返還すべきもの

分散 事務能率低下、連絡困難

２ヶ所以上に分散、相互距離が１km以上で
（同一敷地外）、業務上著しく支障があるも
の

２ヶ所以上に分散、相互距離が

300m以上で（同一敷地外）、業務
上非常に支障があるもの

同一敷地内に分散、業務上支障
があるもの

相互距離は、通常利用する道路
の延長とする。

都市計画の関係

街路、公園及び区画整理等都市
計画事業施行地

周囲が区画整理等施行済みで当
該施行分だけが残っているもの

区画整理等施行中で早く立退かな
いと妨害となるもの

区画整理等が事業決定済
であるもの（年度別決定
済）

区画整理等が計画決定済である
もの

シビックコア計画に基づくもののう
ち、シビックコア内の当該施行分
を除く施設、関連都市整備事業等
全てが整備済のものは7点、全て
が整備済または建設中のものは4
点を加算する。

地域性上の不適

都市計画的にみて地域性上著しい障害の
あるもの、又は防火地域若しくは準防火地
域にある木造建築物で延焼の可能性が著
しく高いもの

都市計画的にみて地域性上障害
のあるもの、又は防火地域若しく
は準防火地域にある木造建築物
で延焼の可能性が高いもの

都市計画的にみて地域性上好ま
しくないもの、又は防火地域若しく
は準防火地域にある木造建築物
で延焼のおそれがあるもの

立地条件の不良

位置の不適

位置が不適当で業務上非常な支障を来して
いるもの又は公衆に非常に不便を及ぼして
いるもの

位置が不適当で業務上支障を来
しているもの又は公衆に不便を及
ぼしているもの

位置が不適当で業務上又は環境
上好ましくないもの

地盤の不良

地盤沈下、低湿地又は排水不良
等で維持管理が不可能に近いも
の

地盤沈下、低湿地又は排水不良等で維持
管理が著しく困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良
等で維持管理が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良
等で維持管理上好ましくないもの

施設の不備 必要施設の不備
施設が不備のため業務の遂行が
著しく困難なもの

施設が不備のため業務の遂行が困難なも
の

施設が不備のため業務の遂行に
支障を来しているもの

施設が不備のため業務上好ましく
ないもの又は来庁者の利用上著
しく支障があるもの

敷地等の関係で増築が不可能な
場合にのみ、新営の主理由として
取り上げる。

衛生条件の不良 採光、換気不良 法令による基準よりはるかに低いもの 法令による基準より相当低いもの 法令による基準以下であるもの 新営の主理由として取り上げない。

法令等 法令等に基づく整備
法令、閣議決定等に基づき整備
が必要なもの

国の行政機関等の移転及び機構
統廃合等に適用する。ただし、機
構統廃合による場合は主理由とし
て取り上げない。

－７－



－８－

２．事業効果等の確認・分析【① 事業計画の必要性２】

１０９点≧１００点 事業計画の必要性を確認

□事業計画の必要性に関する評価指標の確認

※１）本事業の事業計画の必要性の評価において、「立地条件の不良」、「衛生条件の不良」及び「法令等」は評価に該当する項目がないため、
本表の記載から除いている

※２）本事業は合同庁舎整備計画及び特定国有財産整備計画に基づくものであるので、それぞれに加点評価（１０点）を行っている
※３）全体の評価点は各入居官署の評価点にそれぞれの計画面積の比率を乗じたもの（加重平均）の総計で算出している 各計画理由の評点は、

それぞれで加重平均をかけている値としているため、個々の評価点の総計と記載している評価点と合致しない

計画理由
（※１）

老朽 狭あい
借用
返還

分散
都市計画の

関係
施設の
不備

評価点
小計

合同
庁舎
計画

（※２）

特定
国有
財産
整備
計画

（※２）

評価点
合計

各入居官署の項目毎の集計
（※３）

５１．７ １６．２ ３．５ ８．９ ４．０ ５．６ ８９．８ １０ １０ １０９



（３）②事業計画の合理性
「事業計画の合理性に関する評価指標」に基づき評価を行う。

－９－

２．事業効果等の確認・分析【② 事業計画の合理性】

代替案 約４５億円 ＞ 事業案 約４４億円 １００点→ 事業計画の合理性を確認

□事業計画の合理性に関する評価指標

事業案総費用 ４，３６４，７５４

初期費用 ２，４８１，５３９

建設費 ２，４０９，１２８

企画設計費 ７２，４１１

解体費 ０

維持管理・運営費 １，７３７，４０３

修繕費 ５１７，６６５

保全費 ８１５，４１９

光熱水費 ４０４，３１９

土地の占有に係る機会費用 ３３６，５０８

法人税等 △１９０，６９６

代替案総費用 ４，５３４，７６８

初期費用 ２，２５４，９２２

建設費 ２，１０４，６６１

企画設計費 ９８，６８１

解体費 ５１，５８０

維持管理・運営費 ２，１３６，３９５

修繕費 ４６２，６８２

保全費 ９４０，９４７

光熱水費 ４６９，２７３

賃料 ２６３，４９３

土地の占有に係る機会費用 ３４５，６２２

法人税等 △２０２，１７１

経済比較

（単位：千円）

評点 評価

１００点

下記のいずれかに当てはまる。
・同等の性能を確保できる他の案と経済比較を行った際に、事業案の方が経済的であると評価される場合。
・同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、リスク等の総合判断により事業案の方が合理的であると評価される場合。
・他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評価される場合。
・他の組織・機関が採算性等の審査等により評価を行う場合であって、当該評価方法に合理性があると確認できる場合。

０点 上記のいずれにも当てはまらない。

官署名 代替案（※）

地方協力本部長岡出張所 賃借

長岡税務署 建替

長岡労働基準監督署 賃借

長岡公共職業安定所 増築

長岡統計・情報センター 賃借

農政事務所地域第一課 増築

※）各入居官署において、現在の賃借物件等を
踏まえ、既存庁舎の建替、改修・増築及び
賃借から最も経済的な案を想定

□事業案と代替案の比較（評価対象期間：建設後５０年）

同等の性能を確保する代替案



（４）③供用開始後における事業計画の効果の発現状況
「事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発現状況を評価するための指標」に基づき評価を行う。

２．事業効果等の確認・分析【③ 事業計画の効果】

□事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２ ）の発現状況をするための指標

１４６．４点 ≧１００点 事業計画の効果の発現状況を確認

１．１ ×１．１ ×１．１ ×１．０ ×１．０ ×１．０ ×１．０ ×１．０ ×１．１ ×１００ ＝１４６．４点

用地取得・
借用

災害防止・
環境保全

アクセスの
確保

都市計画・土地利用
計画等の整合性

建築物の
規模

敷地形状
敷地の
規模

機能性
（基本性能）

社会性、環境保全性、
機能性及び耐用・保全性

－１０－

：本事業における該当項目

分類 項 目 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5

位置 Ｂ１

用地の取得・借用
（新規取得か否かを問わず）国有地
に建設されている。

必要な期間の用地の利用（借用を
含む）が担保されている。

用地の取得上、借用上の問題があ
るが、その問題は解消される見込
みがある。

用地の取得上、借用上の問題があ
り、その問題が解消される見込みが
ない。

災害防止・環境保全
自然的条件からみて災害防止・環
境保全上良好な状態である。

自然的条件からみて災害防止・環
境保全上支障がない。

自然的条件からみて災害防止・環
境保全上軽微な支障がある。

自然的条件からみて災害防止、環
境保全上重大な支障がある。

アクセスの確保 施設へのアクセスは良好である。 施設へのアクセスに支障はない。
施設へのアクセスに軽微な支障が
ある。

施設へのアクセスに重大な支障が
ある。

都市計画その他の土地利用に関する計
画との整合性

都市計画その他の土地利用に関す
る計画と整合している。

都市計画その他の土地利用に関す
る計画と整合していないが、整合す
る見込みがある。

都市計画その他の土地利用に関す
る計画と整合しておらず、整合する
見込みがない。

敷地形状等
敷地全体が有効に利用されており、
安全・円滑に敷地への出入りができ
る。

敷地の一部が有効に利用できない。
敷地への安全・円滑な出入りに軽
微な問題がある。

敷地の有効利用または敷地への安
全・円滑な出入りに重大な問題があ
る。

規模 Ｂ１

建築物の規模
業務内容等に応じ、適切な規模と
なっている。

業務内容等に対し、やや不適切な
規模となっている。

業務内容等に対し、著しく不適切な
規模となっている。

敷地の規模
建築物の規模及び業務内容に応じ、
適切な規模となっている。

建築物の規模及び業務内容に対し、
やや不適切な規模となっている。
（駐車場の不足など）

建築物の規模及び業務内容に対し、
著しく不適切な規模となっている。

構造

Ｂ１
機能性（業務を行うための基本機能に該
当する部分）

執務に必要な空間及び機能が適切
に確保されている。

執務に必要な空間及び機能が適切
に確保されていない。

執務に必要な空間及び機能が確保
されていない。

Ｂ２
社会性、環境保全性、機能性（施策に基
づく付加機能に該当する部分）及び耐
用・保全性

施策に基づく機能が付加されている。
（別表においてＡ又はＢに該当する
項目があり、かつＤに該当する項目
がない。）

法令等に基づく標準的な性能が適
切に確保されている。（別表におい
て、全項目がＣに該当する。）

法令等に基づく標準的な性能が適
切に確保されてない。（別表におい
て、Ｄに該当する項目がある。）



社会性、環境保全性、機能性及び耐用・保全性（Ｂ２）について、別表（施策に基づく付加機能（Ｂ２）
の発現状況チェックリスト）に基づき評価を行う。

－１１－

□施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリスト（別表）

分類 評価項目 評価 取組状況 該当事項 評価要領（該当を赤太字）

社会性

地域性 Ａ
特に充実した取組

（３施策実施）

①シビックコア地区
②ワークショップ開催
③オープンスペースの設置

自治体・商店街等との連携、既存建造
物の有効利用、地域性のある材料の採
用、地域住民との連携、オープンスペー
スの設置

景観性 Ａ
特に充実した取組

（２施策実施）
①周辺自然環境（雁木)
②周辺都市環境（鉄道）

歴史、文化及び風土への配慮、歴史的
まちなみの保存・再生、周辺の自然環
境への配慮、周辺の都市環境への配
慮

環境
保全性

環境保全性 Ｂ
十分な環境負荷の低減化

（２施策実施）
①太陽光発電設備
②自然換気

特別な省エネ機器の導入、緑化のため
の特別な施対策、自然エネルギー利用
のための特別な対策、水資源の有効活
用のための特別な対策、外断熱

木材利用促進 Ｂ
充実した取組
（１施策実施）

①内装の木質化
（食堂、エントランスホール）

木造化、内装等の木質化、木質バイオ
マスを燃料とする機器の設置

機能性

ユニバーサル
デザイン

Ｂ 建築物移動等円滑化誘導基準
多目的便所
音声誘導装置等

建築物移動等円滑化誘導基準を満たし
ている

防災性 Ｂ
総合耐震計画基準に基づいた取組、

防災に配慮した取組
（１施策実施）

①電気室、自家発電設備室の
上階整備

火災への特別な対策、浸水への特別な
対策、強風への特別な対策、落雷への
時別な対策

経済性 耐用・保全性 Ａ
特に充実した取組

（３施策実施）

①事務室等の階高確保（４．１ｍ）
②将来の設備更新に配慮した設備

スペース確保（機械室）
③可動間仕切の活用（会議室）

将来の模様替えに配慮した階高の確保、
将来の機器更新に配慮した設備スペー
スの確保、可動間仕切りの活用、清掃
を容易にするための取り組み

２．事業効果等の確認・分析【事業計画の効果（施策に基づく付加機能１）】

Ａ又はＢに該当する項目があり、かつＤに該当する項目がない



項目 機能性 ユニバーサルデザイン 機能性 防災性 経済性 耐用・保全性

代表
事例

評価 Ｂ（建築物移動等円滑化誘導基準） Ｂ（総合耐震計画基準に基づいた取組、防災に配慮した取組） Ａ（特に充実した取組）

音声誘導装置等の設置 ― 可動間仕切りの活用（会議室）

項目 社会性 地域性 社会性 景観性 環境保全性 環境保全性 環境保全性 木材利用促進

代表
事例

評価 Ａ（特に充実した取組） Ａ（特に充実した取組） Ｂ（十分な環境負荷の低減化） Ｂ（充実した取組）

自治体等・地域住民との連携 周辺の都市環境への配慮（鉄道） 自然エネルギーの利用状況（自然換気） 内装の木質化（ホール）

－１２－

□施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリストにおける該当事項の代表事例

オープンスペースの設置
（活用状況）

自然エネルギーの利用状況
（太陽光発電設備）

【自家発電設備室】
【電気室】

浸水への特別な対応
（自家発電設備室・電気室の上階設置）

周辺の自然環境への配慮
（シビックコア地区全体を結ぶ雁木の通路）

ユニバーサルデザインへの配慮状況
（多目的便所）

事務室等の階高確保
（４．１ｍ）

将来の設備更新に配慮
した設備スペース確保

（機械室）

内装の木質化
（食堂）

２．事業効果等の確認・分析【事業計画の効果（施策に基づく付加機能２）】

他事項

他事項



（１）効果の発現状況【参考１】
建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）
ＣＡＳＢＥＥとは（Comprehensive Assessment System Built Environment Efficiency)の略で
建物などを環境性能で総合評価し格付けする手法である。施設内などの快適性や景観への配慮なども
含めた建物の品質と、環境負荷を総合的に評価する。
長岡地方合同庁舎は環境品質・性能：Ｑ＝６５、外部環境負荷：Ｌ＝３１となり、ＢＥＥ値＝２．０
（Ａランク：大変良い）となっている。

－１３－

２．事業効果等の確認・分析【参考１】

2.0

2.0

31

65

0 50 100

0
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100

環
境

品
質

Ｑ

環境負荷 L

S A B+

B-

C

3.0

0.5

1.5 BEE=1.0

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★

BEE = 

＝６５／３１＝２．０

ＢＥＥ値＝

環境品質・性能

Ｑ（Ｑｕａｌｉｔｙ）

外部環境負荷

Ｌ（Ｌｏａｄ）

＝
２５×（ＳＱ―１）

２５×（５ ―ＳＬＲ）

Ｓ ：素晴らしい Ａ ：大変良い
Ｂ ：良い Ｂ ：やや劣る
Ｃ ：劣る

【建築環境総合性能評価システムの概念図】

６５

３１

＋ ―

ＳＬＲ：仮想境界を越えて建築物から外部に達
する環境影響の負の側面（エネルギー、
資源・マテリアル、敷地外環境）を評価

ＳＱ：仮想境界内における建築物利用者の生活
アメニティの向上（室内環境、サービス性能、
室外環境(敷地内)）を評価



－１４－

２．事業効果等の確認・分析【参考２】

（２）効果の発現状況【参考２】
ＣＳ調査（顧客満足度調査）
平成２４年度に実施したＣＳ調査の結果から、供用開始後における「事業計画の効果」の発現状況と

して、地域性、景観性、ユニバーサルデザインについて、概ね良好な満足度が確認された。

不満 やや不満 普通 やや満足 満足

アンケート調査の概要（平成２４年９月実施）

一般利用者向け調査（回収数：合同庁舎利用者１２６、市の施設利用者８２）
①施設の総合満足度、②施設の利用目的、③施設の利用しやすさ
④施設内の快適性、⑤利用者の安全安心への配慮 ⑥地域への影響

調査結果の概要

一般利用者に対する調査では、「施設までのアクセス」、「トイレ」、「官民一体
整備」、「地区全体の景観」、「交流広場」を含めたシビックコア整備全体への
評価が高いことが認められ、概ね良好な結果となっている。

駐車場については、窓口官署が多数入居している合同庁舎であり、庁舎敷
地内での台数に制限があることから駐車できない場合があり、「満足率」が低
い傾向となっているが、シビックコア地区内において駐車場の共同利用を実施
しており、駐車台数そのものに不足が発生しているものではない。

【一般利用者の満足度集計結果】

アンケート調査の概要

調査結果の概要

            80          60         40       　←満足率％
入りやすい

親しみやすい
好ましい（好き）

ふさわしい
全体印象総合満足

利用目的に対する利用しやすさ
施設までのｱｸｾｽ

玄関雰囲気
待合・窓口雰囲気

施設内移動行き先
施設内移動その他

トイレ
清掃

駐車場
駐輪場

利用しやすさ総合満足
暑さ寒さ

風・におい
快適性総合満足

敷地内通行（歩車分離）
お年寄り等利用安全性

利用者安全安心総合満足
建物外観印象

建物周り雰囲気
地域への影響総合満足

合同庁舎化
ユニバーサルデザイン

官民一体整備
市民に対する貢献

地区全体の景観
交流広場の整備

駐車場の共同利用
シビックコア地区整備

            20　　　　　40    →不満足率％

事業計画の効果の
発現状況において
参考にした事項

：地域性
：景観性
：ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ

ﾃﾞｻﾞｲﾝ



現在の状況

ながおか防災フェア
(えんえんマーケット）

平成25年10月6日

２．事業効果等の確認・分析【環境の変化・社会経済情勢の変化】

事業実施による環境の変化
環境保全性及びＣＡＳＢＥＥの評価の結果に問題はない。また、本事業は、シビックコア地区の一体性をかたち

づくり、長岡地域の防災性の向上と快適な都市生活を支える広域拠点の形成に寄与してきており、社会性の評価からも
周辺の環境に及ぼした影響は、良好であり、特に問題はない。

社会経済情勢の変化
本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会経済情勢の変化は特にない。

－１５－

長岡防災シビックコア地区 全体整備の状況

千歳団地 緑化センター

新潟日報 長岡支社

消防本部

交通関連施設

市民防災センター

防災公園

長岡地方合同庁舎

【Ｂ街区】

防災公園、
消防本部、
防災セン

ター及び官
庁施設を地
区全体の中
心として一体

的に配置

【Ｃ街区】

街区全体を
「夢づくり空間」
と位置づけ、民
間施設の立地、

誘導を図る

【Ａ街区】

多様な居住者
の利便性と快
適性を確保



３．対応方針（原案）

今後の事後評価の必要性

長岡市内に分散所在していた税務署、公共職業安定所等、各官署の庁舎の老朽、狭あい等を解消し、合同集
約化する本事業について、事業計画の必要性及び事業計画の合理性において、新規事業採択時に想定されたも
のから特段の変化は認められず、事業の効果は十分に発現していることから、今後の事後評価の必要性はない。

改善措置の必要性

長岡地方合同庁舎は、長岡防災シビックコア地区の中核施設、環境負荷低減に寄与するグリーン庁舎及び高
度なバリアフリー庁舎として整備が実施され、事業計画の効果は、十分に発現しており、改善措置の必要性は
ない。

なお、効果の継続的な発現に係り、今後も施設の保全指導の面から関係官署と連携し、フォローアップを
行っていくものとする。

同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

計画・調査のあり方及び評価手法の見直しの必要性に係る事項は、特にない。

－１６－
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Ⅰ ①事業計画の必要性

１．計画理由が２以上の時は、主要素と従要素に区分し、主要素についての評点に従要素それぞれについての評点の10％を加えた点数を事業計画の必要性の評点とする。
２．合同庁舎計画、特定国有財産整備計画に基づくものには、１．で算出した事業計画の必要性の評点にそれぞれ10点を加算したものを事業計画の必要性の評点とする。

 ： 本事業では該当のない計画理由

●建替等の場合

計画理由 内容　　　評点 １００ ９０ ８０ ７０ ６０ ５０ ４０ 備　考

施設の老朽（現存率） ５０％以下 ６０％以下 ７０％以下 ８０％以下

構造耐力の著しい低下

経年、被災等により構造耐力
が著しく低下し、非常に危険な
状態にあるもの

狭あい 庁舎面積（面積率） ０．５以下 ０．５５以下 ０．６０以下 ０．６５以下 ０．７０以下 ０．７５以下 ０．８０以下

敷地等の関係で増築が不可能
な場合にのみ、新営の主理由
として取り上げる。

立退要求がある場合
借用期限が切れ即
刻立退が必要なも
の

期限付き立退要求
のもの

なるべく速やかに
返還すべきもの

返還すべき場合、関係
団体より借り上げの場
合又は借料が高額の場
合

緊急に返還すべきもの なるべく速やかに
返還すべきもの

分散
事務能率低下、連絡困
難

２ヶ所以上に分散、相互距離が１
km以上で（同一敷地外）、業務上
著しく支障があるもの

２ヶ所以上に分散、相互距離
が300m以上で（同一敷地外）、
業務上非常に支障があるもの

同一敷地内に分散、業務上支
障があるもの

相互距離は、通常利用する道
路の延長とする。

街路、公園及び区画整
理等都市計画事業施行
地

周囲が区画整理等施行済みで
当該施行分だけが残っている
もの

区画整理等施行中
で早く立退かないと
妨害となるもの

区画整理等が事業
決定済であるもの
（年度別決定済）

区画整理等が計画決定済であ
るもの

シビックコア計画に基づくもの
のうち、シビックコア内の当該
施行分を除く施設、関連都市整
備事業等全てが整備済のもの
は7点、全てが整備済または建
設中のものは4点を加算する。

地域性上の不適

都市計画的にみて地域性上著し
い障害のあるもの、又は防火地
域若しくは準防火地域にある木
造建築物で延焼の可能性が著し
く高いもの

都市計画的にみて地域性上障
害のあるもの、又は防火地域
若しくは準防火地域にある木
造建築物で延焼の可能性が高
いもの

都市計画的にみて地域性上好
ましくないもの、又は防火地域
若しくは準防火地域にある木
造建築物で延焼のおそれがあ
るもの

位置の不適

位置が不適当で業務上非常な支
障を来しているもの又は公衆に
非常に不便を及ぼしているもの

位置が不適当で業務上支障を
来しているもの又は公衆に不
便を及ぼしているもの

位置が不適当で業務上又は環
境上好ましくないもの

地盤の不良

地盤沈下、低湿地又は排水不
良等で維持管理が不可能に近
いもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良
等で維持管理が著しく困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不
良等で維持管理が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不
良等で維持管理上好ましくない
もの

施設の不備 必要施設の不備

施設が不備のため業務の遂行
が著しく困難なもの

施設が不備のため業務の遂行が
困難なもの

施設が不備のため業務の遂行
に支障を来しているもの

施設が不備のため業務上好ま
しくないもの又は来庁者の利用
上著しく支障があるもの

敷地等の関係で増築が不可能
な場合にのみ、新営の主理由
として取り上げる。

衛生条件の不良 採光、換気不良
法令による基準よりはるかに低
いもの

法令による基準より相当低い
もの

法令による基準以下であるも
の

新営の主理由として取り上げな
い。

法令等 法令等に基づく整備

法令、閣議決定等に基づき整
備が必要なもの

国の行政機関等の移転及び機
構統廃合等に適用する。ただ
し、機構統廃合による場合は主
理由として取り上げない。

●新規施設の場合
計画理由 内容　　　　評点 100 90 80 70 60 50 40 備　考

法令等 法令等に基づく整備
法令、閣議決定等に基づき整
備が必要なもの

新たな行政需要
新たな行政需要に対応
した整備

当該行政需要への対応が特に
緊急を要するもの

当該行政需要への対応を至急す
べきもの

当該行政需要への対応の必要
性は認められるが急がなくてよ
いもの

機構新設 機構新設に伴う整備
整備を行わない場合、業務の
遂行が著しく困難なもの

整備を行わない場合、業務の遂
行が困難なもの

整備を行わない場合、業務の
遂行に支障を来すもの

整備を行わない場合、業務上
好ましくないもの

（注）１．同一理由で２つ以上評点のある場合は、高い方の点を採用する。
　　　２．各欄記載の事項は、一般的基準を示したものであり、当てはまりにくい場合は、基準と照合して適宜判断する。
　　　３．現存率は、官庁建物実態調査の結果による。
　　　４．面積率は一般事務庁舎については別表により算出する。ただし、固有業務室がある場合には分母にその面積を加算する。

老朽

借用返還

都市計画の関係

立地条件の不良

災害危険地域又は気象条件の
極めて過酷な場所にある場
合、10点加算する。

－１－

（１）事業計画の必要性に関する評価指標



「事業計画の必要性に関する評価指標」に基づき評点を算出して評価を行った。

※１）本事業は合同庁舎整備計画及び特定国有財産整備計画に基づくものであるので、それぞれに加点評価（１０点）を行っている
※２）全体の評価点は各入居官署の評価点にそれぞれの計画面積の比率を乗じたもの（加重平均）の総計で算出している

Ⅰ ①事業計画の必要性

（２）評価点の内訳

－２－



■ 事業費の年度別内訳 （名目費用）

■ 事業案 （現在価値） ■ 事業案の内訳 （現在価値）
事業案の総費用 （千円）

金額

1初期費用 2,481,539

（1）建設費 2,409,128

（2）企画設計費 72,411

2維持修繕費 1,737,403

（1）修繕費 517,665

（2）保全費 815,419

（3）光熱水費 404,319

3土地の占用に係る機会費用 336,508

4法人税等 -190,696

事業案総費用 4,364,754

2 維持修繕費 （千円）

修繕費 保全費 光熱水費

517,665 815,419 404,319

新庁舎 旧庁舎 新庁舎 旧庁舎 新庁舎 旧庁舎

463,376 54,289 757,859 57,560 341,494 62,825

※供用開始後 50年間の累計

※旧庁舎は、建設期間中における維持修繕費を計上

Ⅱ ②事業計画の合理性

（１）事業案総費用の内訳

－３－

1 初期費用 （千円）

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 合計

建設費 711,945 1,033,245 655,058 8,880 2,409,128

企画設計費 64,852 6,090 1,469 0 72,411

※2011年度の建設費は移転経費を示す

（千円）

2008年度 2009年度 2010年度 合計

建設費
工事費 585,000 876,115 580,978 2,042,093

監理費 0 7,000 1,295 8,295

企画設計費 53,288 5,205 1,305 59,798

合計 638,288 888,320 583,578 2,110,186



Ⅱ ②事業計画の合理性

（２）代替案の候補と代替案総費用の内訳
判
定

判定理由
判
定

判定理由
判
定

判定理由

新潟地方協力本部 × 賃借物件入居 × 賃借物件入居 ○ 賃借物件入居

長岡税務署 ○ 可能（仮庁舎整備） × 敷地狭隘 × 入居可能物件無し

長岡労働基準監督署 ○ 可能（仮庁舎整備） × 敷地狭隘 ○ 可能

長岡公共職業安定所 ○ 可能 ○ 可能 ○ 可能

長岡統計・情報センター ○ 可能（仮庁舎整備） ○ 可能 ○ 可能

農政事務所地域第一課 ○ 可能（仮庁舎整備） ○ 可能 ○ 可能

建　替 増　築 賃　借

代替案に関する判定表

－代替案に関する判定について－
「建替」：旧庁舎の敷地形状や建物の配置状況、仮庁舎の必要性等を考慮して建替整備

の実現性の可否について検討した。
「増築」：旧庁舎の敷地形状や建物の配置状況等を考慮して、増築整備の実現性の可否

について検討した。
「賃借」：不動産情報ウェブサイトの公表情報から長岡市内における貸事務所・貸店舗を

検索した上で、各官署の必要面積を満たす物件を抽出した。

Ａ案の内容 Ｂ案の内容 Ｃ案の内容 Ｄ案の内容

採用 採用 採用 採用

新潟地方協力本部 賃借 新潟地方協力本部 賃借 新潟地方協力本部 賃借 新潟地方協力本部 賃借

長岡税務署 建替 長岡税務署 建替 長岡税務署 建替 長岡税務署 建替

長岡労働基準監督署 賃借 長岡労働基準監督署 賃借 長岡労働基準監督署 建替 長岡労働基準監督署 建替

長岡公共職業安定所 増築 長岡公共職業安定所 増築 長岡公共職業安定所 賃借 長岡公共職業安定所 増築

長岡統計・情報センター 賃借 長岡統計・情報センター 増築 長岡統計・情報センター 増築 長岡統計・情報センター 賃借

農政事務所地域第一課 増築 農政事務所地域第一課 賃借 農政事務所地域第一課 増築 農政事務所地域第一課 賃借

Ａ案の総費用 （千円） Ｂ案の総費用 （千円） Ｃ案の総費用 （千円） Ｄ案の総費用 （千円）

金額 金額 金額 金額

1 初期費用 2,254,922 1 初期費用 2,299,388 1 初期費用 2,469,246 1 初期費用 2,516,754

（1）建設費 2,104,661 （1）建設費 2,148,123 （1）建設費 2,303,981 （1）建設費 2,353,863

（2）企画設計費 98,681 （2）企画設計費 100,857 （2）企画設計費 106,298 （2）企画設計費 108,801

（3）解体費 51,580 （3）解体費 50,408 （3）解体費 58,967 （3）解体費 54,090

2 維持修繕費 2,136,395 2 維持修繕費 2,144,287 2 維持修繕費 2,076,343 2 維持修繕費 2,159,338

（1）修繕費 462,682 （1）修繕費 475,024 （1）修繕費 444,716 （1）修繕費 519,950

（2）保全費 940,947 （2）保全費 942,605 （2）保全費 937,226 （2）保全費 970,393

（3）光熱水費 469,273 （3）光熱水費 469,793 （3）光熱水費 441,286 （3）光熱水費 470,049

（4）賃料 263,493 （4）賃料 256,865 （4）賃料 253,115 （4）賃料 198,946

3 345,622 3 331,794 3 259,149 3 331,676

4 法人税等 △ 202,171 4 法人税等 △ 204,445 4 法人税等 △ 208,612 4 法人税等 △ 214,059

代替案総費用 4,534,768 代替案総費用 4,571,024 代替案総費用 4,596,126 代替案総費用 4,793,709

官署名 官署名 官署名 官署名

土地の占用に係る
機会費用

土地の占用に係る
機会費用

土地の占用に係る
機会費用

土地の占用に係る
機会費用

－４－

－代替案の選定について－
・「新潟地方協力本部」については、旧庁舎は賃借であり、建替、増築が不可のため、賃借案を選定。
・「長岡税務署」は、 増築案は敷地内に増築できる余地が無く不可、賃借案は必要面積を満たす物件が長岡市内に無いため不可となり、建替案を選定。
・「残りの４官署」については、建替、増築及び抽出した賃借物件の状況を踏まえ、それぞれで組合せ案を検討した。

各官署の選定を踏まえて絞り込んだＡ案～Ｄ案の組合せから費用の比較をした結果、代替案総費用が一番低くなるＡ案を採用することとした。

注）金額については、
現在価値を示す。



：長岡地方合同庁舎における評価項目

1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5

（新規取得か否かを問わず）国有地
に建設されている。

必要な期間の用地の利用（借用を
含む）が担保されている。

用地の取得上、借用上の問題があ
るが、その問題は解消される見込
みがある。

用地の取得上、借用上の問題があ
り、その問題が解消される見込みが
ない。

自然的条件からみて災害防止・環
境保全上良好な状態である。

自然的条件からみて災害防止・環
境保全上支障がない。

自然的条件からみて災害防止・環
境保全上軽微な支障がある。

自然的条件からみて災害防止、環
境保全上重大な支障がある。

施設へのアクセスは良好である。 施設へのアクセスに支障はない。 施設へのアクセスに軽微な支障が
ある。

施設へのアクセスに重大な支障が
ある。

都市計画その他の土地利用に関す
る計画と整合している。

都市計画その他の土地利用に関す
る計画と整合していないが、整合す
る見込みがある。

都市計画その他の土地利用に関す
る計画と整合しておらず、整合する
見込みがない。

敷地全体が有効に利用されており、
安全・円滑に敷地への出入りができ
る。

敷地の一部が有効に利用できな
い。

敷地への安全・円滑な出入りに軽
微な問題がある。

敷地の有効利用または敷地への安
全・円滑な出入りに重大な問題があ
る。

業務内容等に応じ、適切な規模と
なっている。

業務内容等に対し、やや不適切な
規模となっている。

業務内容等に対し、著しく不適切な
規模となっている。

建築物の規模及び業務内容に応
じ、適切な規模となっている。

建築物の規模及び業務内容に対
し、やや不適切な規模となってい
る。（駐車場の不足など）

建築物の規模及び業務内容に対
し、著しく不適切な規模となってい
る。

Ｂ１

執務に必要な空間及び機能が適切
に確保されている。

執務に必要な空間及び機能が適切
に確保されていない。

執務に必要な空間及び機能が確保
されていない。

Ｂ２

施策に基づく機能が付加されてい
る。（別表においてＡ又はＢに該当
する項目があり、かつＤに該当する
項目がない。）※

法令等に基づく標準的な性能が適
切に確保されている。（別表におい
て、全項目がＣに該当する。）

法令等に基づく標準的な性能が適
切に確保されてない。（別表におい
て、Ｄに該当する項目がある。）

２．本表の使い方：各項目ごとに、事業の現状に最も近い記載内容の欄を選択し、その係数（1.1～0.5）をすべて掛け合わせ１００倍した数値を「事業計画の効果の評点」とする。
１．Ｂ１：業務を行うための基本機能、Ｂ２：施策に基づく付加機能

※別表においてＡ又はＢに該当する項目があっても、事業特性からみて施策の取り組みに過不足が認められる場合は本欄を選択せず、係数「０．５」とする。

構造

機能性（業務を行うための基本機能に該当
する部分）

社会性、環境保全性、機能性（施策に基づく
付加機能に該当する部分）及び耐用・保全
性

分類

敷地の規模

項　　　目

位置 アクセスの確保

都市計画その他の土地利用に関する計画と
の整合性

敷地形状等

Ｂ１

Ｂ１規模

建築物の規模

用地の取得・借用

災害防止・環境保全

（１）Ｂ１及びＢ２の発現状況を評価するための指標

Ⅲ ③事業計画の効果

－５－

： 本事業における評価項目



：
長

岡
地

方
合

同
庁

舎
に

お
け

る
評

価
項

目
　本

表
の

使
い

方
：
下

記
の

項
目

ご
と

に
要

領
に

基
づ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

を
行

い
、

該
当

す
る

評
語

を
選

定
す

る
。

た
だ

し
、

各
事

業
で

取
り

組
む

施
策

は
当

該
事

業
の

特
性

に
合

致
し

て
い

る
こ

と
。

分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

状
況

Ａ
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

2つ
以

上
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

B
 充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

１
つ

取
り

組
ま

れ
て

い
る

。

C
 一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

A
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

2つ
以

上
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

B
 充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

１
つ

取
り

組
ま

れ
て

い
る

。

C
 一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

A
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

4つ
以

上
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

B
 十

分
に

環
境

負
荷

の
低

減
化

が
図

ら
れ

て
い

る
。

右
の

施
策

が
２

つ
以

上
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

C
 一

般
的

な
環

境
負

荷
の

低
減

化
が

図
ら

れ
て

い
る

。

Ｄ
一

般
的

な
環

境
負

荷
の

低
減

化
が

図
ら

れ
て

い
な

い
。

A
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

２
つ

以
上

取
り

組
ま

れ
て

い
る

。

B
 充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

１
つ

取
り

組
ま

れ
て

い
る

。

C
 一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

A
「高

度
な

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
」
※

２
が

行
わ

れ
て

い
る

。

B
 建

築
物

移
動

等
円

滑
化

誘
導

基
準

を
満

た
し

て
い

る
。

C
 法

令
規

定
に

基
づ

き
整

備
さ

れ
て

い
る

。

Ｄ
法

令
規

定
に

基
づ

く
整

備
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

A
 総

合
耐

震
計

画
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

特
に

防
災

に
配

慮
し

た
取

組
が

行
わ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

2つ
以

上
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

B
 総

合
耐

震
計

画
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

防
災

に
配

慮
し

た
取

組
が

行
わ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

１
つ

取
り

組
ま

れ
て

い
る

。

C
 総

合
耐

震
計

画
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

防
災

に
関

す
る

一
般

的
な

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。

Ｄ
総

合
耐

震
計

画
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
行

わ
れ

て
い

な
い

な
ど

、
防

災
に

関
す

る
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

A
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

2つ
以

上
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

B
 充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

１
つ

取
り

組
ま

れ
て

い
る

。

C
 一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

※
１

※
２

※
３

評
価

の
実

施
主

体
が

評
価

（案
）を

作
成

す
る

際
に

、
個

別
の

事
業

特
性

に
応

じ
て

本
表

に
記

載
の

無
い

施
策

を
評

価
に

加
え

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
「高

度
な

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
庁

舎
の

推
進

に
つ

い
て

」（平
成

13年
8月

1
日

　
国

営
計

第
８

７
号

、
 国

営
建

第
５

０
号

、
 国

営
設

第
４

８
号

）に
よ

る
。

「公
共

建
築

物
に

お
け

る
木

材
の

利
用

の
促

進
の

た
め

の
計

画
」（

平
成

23
年

5
月

1
0日

　
国

土
交

通
省

）に
よ

る
。

＜
施

策
※

１
＞

火
災

へ
の

特
別

な
対

策
（ガ

ス
消

火
な

ど
）／

浸
水

へ
の

特
別

な
対

策
（
防

潮
堤

、
止

水
版

な
ど

）／
強

風
へ

の
特

別
な

対
策

（
ビ

ル
風

対
策

な
ど

）
／

落
雷

へ
の

特
別

な
対

策
（高

度
な

雷
保

護
な

ど
）

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
基

準
を

満
た

し
て

い
る

。
又

は
同

基
準

の
適

用
対

象
外

施
設

で
あ

る
。

機
能

性

防
災

性

一
般

的
な

設
計

上
の

工
夫

が
行

わ
れ

て
い

る
。

（
設

備
配

管
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

、
外

壁
の

タ
イ

ル
仕

上
、

建
物

配
置

上
の

配
慮

、
事

務
室

の
無

柱
化

な
ど

）

経
済

性
耐

用
・保

全
性

＜
施

策
※

１
＞

将
来

の
模

様
替

え
に

配
慮

し
た

階
高

の
確

保
／

将
来

の
機

器
更

新
に

配
慮

し
た

設
備

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
／

可
動

間
仕

切
の

活
用

／
清

掃
を

容
易

に
す

る
た

め
の

取
組

（
光

触
媒

な
ど

）

総
合

耐
震

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
整

備
な

ど
、

一
般

的
な

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
誘

導
基

準
を

満
た

し
た

上
で

、
「
高

度
な

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
」を

達
成

し
て

い
る

。

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
誘

導
基

準
を

満
た

し
て

い
る

。

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

＜
施

策
※

１
＞

特
別

な
省

エ
ネ

機
器

の
導

入
（氷

蓄
熱

、
ア

モ
ル

フ
ァ

ス
変

圧
器

な
ど

）／
緑

化
の

た
め

の
特

別
な

対
策

（屋
上

緑
化

な
ど

）／
自

然
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

の
た

め
の

特
別

な
対

策
（太

陽
光

発
電

、
風

力
発

電
な

ど
）／

水
資

源
の

有
効

活
用

の
た

め
の

特
別

な
対

策
（
雨

水
利

用
設

備
な

ど
）
／

外
断

熱

＜
施

策
※

１
＞

歴
史

・
文

化
及

び
風

土
へ

の
配

慮
／

歴
史

的
ま

ち
な

み
の

保
存

・
再

生
／

周
辺

の
自

然
環

境
へ

の
配

慮
／

周
辺

の
都

市
環

境
へ

の
配

慮

関
連

す
る

法
令

、
条

例
、

計
画

、
協

定
等

と
整

合
が

図
ら

れ
て

い
る

。

省
エ

ネ
型

器
具

な
ど

の
導

入
さ

れ
て

い
る

。
（Ｈ

ｆ照
明

、
照

明
制

御
、

高
効

率
変

圧
器

、
高

性
能

ガ
ラ

ス
、

エ
コ

ケ
ー

ブ
ル

、
ノ

ン
フ

ロ
ン

機
器

、
高

効
率

熱
源

、
Ｖ

Ａ
Ｖ

、
Ｖ

Ｗ
Ｖ

、
節

水
設

備
な

ど
）

木
材

利
用

促
進

環
境

保
全

性

環
境

保
全

性

景
観

性

関
連

す
る

法
令

、
条

例
、

計
画

、
協

定
等

と
整

合
が

図
ら

れ
て

い
る

。

＜
施

策
※

３
＞

木
造

化
、

内
装

等
の

木
質

化
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
を

燃
料

と
す

る
機

器
の

設
置

評
価

要
領

関
連

す
る

法
令

、
条

例
、

計
画

、
協

定
等

と
整

合
が

図
ら

れ
て

い
る

。

社
会

性

地
域

性

＜
施

策
※

１
＞

自
治

体
・
商

店
街

等
と

の
連

携
（合

築
、

施
設

・駐
車

場
の

共
用

、
シ

ビ
ッ

ク
コ

ア
な

ど
）
／

既
存

建
造

物
（歴

史
的

建
築

物
）の

有
効

利
用

／
地

域
性

の
あ

る
材

料
の

採
用

／
地

域
住

民
と

の
連

携
（ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

、
懇

談
会

な
ど

）
／

オ
ー

プ
ン

ス
ペ

ー
ス

の
設

置

（２）Ｂ２（施策に基づく付加機能）の発現状況チェックリスト

－６－

Ⅲ ③事業計画の効果

：
本

事
業

に
お

け
る

評
価

項
目



換算

平成１９年度当時の新規事業採択時の評価は、官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法（平成１５年度）に基づき、「事業の緊急性」、
「事業の効果」及び「計画の妥当性」により、評価している。

老腐朽 狭あい
借用
返還

分散
都市計画の

関係
施設の
不備

評価点 合同 特々 合計

各入居官署の項目毎の集計
（専有面積で加重平均）

５１．７ １６．２ ３．５ ８．９ ４．０ ３．４ ８７．６ １０ １０ １０８

Ｂ／Ｃ ＝ １．１ ≧ １．０ →

１０８点 ≧１００点 → 事業の緊急性がある

事業の効果がある

事業の緊急性

事業の効果（費用便益分析）

１３３．１点 ≧１００点 → 計画の妥当性がある

計画の妥当性

（参考） 新規事業採択時評価手法（平成２５年度適用版）による事業計画の合理性の評点に換算 → １００点＝１００点

（参考） 完了後の事後評価手法（平成２５年度適用版）による事業計画の効果の評点に換算 → １２１点 ≧１００点

（参考） 新規事業採択時評価手法（平成２５年度適用版）による事業計画の必要性の評点に換算 → １０９点 ≧ １００点

１．０ × １．１ × １．０ × １．１ × １．０ × １．１ × １．０ × １．０ × １．０ ×１００ ＝１３３．１点

用地取得の
見込み

災害防止・
環境保全

アクセスの
確保

都市計画・土地利用
計画等の整合性

建築物の
規模

敷地形状 敷地の
規模

合同庁舎としての
整備条件

機能性等

総便益Ｂ／総費用Ｃ ＝１．１、総便益Ｂ－総費用Ｃ ＝１億円 、経済的内部収益率ＥＩＲＲ=6.3% （国土交通省公共工事事業評価カルテより）

Ⅳ 新規事業採択時評価

（１）平成１９年度における新規事業採択時の評価について

－７－


